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(1) 【財務諸表】 

①【貸借対照表】  

２ 【財務諸表等】

(単位：百万円)

      前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部  
 固定資産  
  電気通信事業固定資産  
   有形固定資産  
    機械設備 1,621,529 4,057,202
     減価償却累計額 △1,207,086 △3,069,247

     機械設備（純額） 414,443 987,955
    空中線設備 294,560 1,140,553
     減価償却累計額 △132,557 △464,863

     空中線設備（純額） 162,003 675,690
    通信衛星設備 14,770 14,770
     減価償却累計額 △11,208 △12,013

     通信衛星設備（純額） 3,561 2,756
    端末設備 － 7
     減価償却累計額 － △7

     端末設備（純額） － 0
    線路設備 7,055 81,120
     減価償却累計額 △1,975 △37,341

     線路設備（純額） 5,079 43,778
    土木設備 4,473 20,379
     減価償却累計額 △528 △5,545

     土木設備（純額） 3,945 14,834
    建物 295,742 627,280
     減価償却累計額 △90,279 △195,849

     建物（純額） 205,462 431,431
    構築物 42,537 176,162
     減価償却累計額 △22,885 △82,501

     構築物（純額） 19,652 93,661
    機械及び装置 16,012 17,754
     減価償却累計額 △11,253 △13,119

     機械及び装置（純額） 4,759 4,634
    車両 756 1,498
     減価償却累計額 △639 △1,326

     車両（純額） 116 172
    工具、器具及び備品 411,395 463,136
     減価償却累計額 △320,688 △361,499

     工具、器具及び備品（純額） 90,706 101,637
    土地 101,067 196,094
    リース資産 3,097 5,811
     減価償却累計額 △2,061 △3,892

     リース資産（純額） 1,036 1,919
    建設仮勘定 41,437 72,513

    有形固定資産合計 1,053,272 2,627,079
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(単位：百万円)

     前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

   無形固定資産  
    施設利用権 2,971 12,505
    ソフトウェア 479,311 493,385
    特許権 94 89
    借地権 5,553 43,393
    リース資産 31 30
    その他の無形固定資産 39,691 72,014

    無形固定資産合計 527,653 621,418

   電気通信事業固定資産合計 ※１ 1,580,925 ※１ 3,248,498
  投資その他の資産  
   投資有価証券 189,293 144,704
   関係会社株式 809,706 665,355
   その他の関係会社投資 1,185 1,575
   関係会社出資金 5,595 5,220
   長期前払費用 ※２ 3,395 ※２ 10,007
   長期未収入金 － 96,799
   繰延税金資産 56,854 213,888
   その他の投資及びその他の資産 63,666 78,427
   貸倒引当金 △793 △1,221

   投資その他の資産合計 1,128,903 1,214,757

  固定資産合計 2,709,829 4,463,255
 流動資産  
  現金及び預金 260,975 330,301
  受取手形 5 43
  売掛金 ※２, ※３ 315,979 ※２ 534,581
  未収入金 ※２, ※３ 367,074 ※２ 416,202
  有価証券 280,000 189,988
  貯蔵品 68,578 146,018
  前渡金 2,001 ※２ 3,707
  前払費用 ※２ 17,189 ※２ 28,485
  短期貸付金 ※２, ※３ 109,313 －
  預け金 100,000 －
  繰延税金資産 35,706 70,814
  その他の流動資産 ※２ 2,245 69,344
  貸倒引当金 △5,899 △14,787

  流動資産合計 1,553,169 1,774,701

 資産合計 4,262,998 6,237,957
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(単位：百万円)

     前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部  
 固定負債  
  社債 328,800 568,800
  長期借入金 67,000 38,000
  リース債務 1,107 2,064
  退職給付引当金 48,342 130,498
  ポイントサービス引当金 45,810 176,649
  その他の固定負債 351 6,983

  固定負債合計 491,410 922,996
 流動負債  
  1年以内に期限到来の固定負債 75,200 29,000
  買掛金 ※２ 282,197 ※２ 277,396
  リース債務 677 1,174
  未払金 ※２, ※３ 251,888 ※２, ※３ 407,656
  未払費用 ※２ 7,285 ※２ 13,348
  未払法人税等 109,134 233,553
  前受金 ※２ 12,061 ※２ 31,103
  預り金 ※２, ※３ 474,968 ※２, ※３ 86,627
  ＰＨＳ事業損失引当金 8,278 1,345
  その他の流動負債 24,526 61,988

  流動負債合計 1,246,218 1,143,194

 負債合計 1,737,629 2,066,191

純資産の部  
 株主資本  
  資本金 949,679 949,679
  資本剰余金  
   資本準備金 292,385 292,385
   その他資本剰余金 608,748 445,222

   資本剰余金合計 901,133 737,607
  利益剰余金  
   利益準備金 4,099 4,099
   その他利益剰余金  
    特別償却準備金 4,945 1,533
    別途積立金 358,000 358,000
    繰越利益剰余金 728,510 2,520,695

   利益剰余金合計 1,095,555 2,884,329
  自己株式 △415,979 △389,298

  株主資本合計 2,530,389 4,182,317
 評価・換算差額等  
  その他有価証券評価差額金 △7,105 △12,592
  繰延ヘッジ損益 2,085 2,041

  評価・換算差額等合計 △5,020 △10,551

 純資産合計 2,525,369 4,171,765

負債純資産合計 4,262,998 6,237,957
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②【損益計算書】  

(単位：百万円)

   
前事業年度 

 至 平成20年３月31日) 
(自 平成19年４月１日

当事業年度 

 至 平成21年３月31日) 
(自 平成20年４月１日

電気通信事業営業損益  
 営業収益  
  音声伝送収入 1,107,225 1,791,913
  データ伝送収入 593,568 1,279,075
  その他の収入 245,676 81,390

  営業収益合計 1,946,471 3,152,379
 営業費用  
  営業費 696,461 753,225
  施設保全費 121,391 247,355
  共通費 43,781 54,970
  管理費 53,571 75,662
  試験研究費 65,056 67,246
  減価償却費 404,351 719,924
  固定資産除却費 24,028 65,820
  通信設備使用料 154,880 273,929
  租税公課 17,152 36,015

  営業費用合計 ※１ 1,580,675 ※１ 2,294,150

 電気通信事業営業利益 365,795 858,228

附帯事業営業損益  
 営業収益 571,370 850,326
 営業費用 ※１ 544,828 ※１ 1,102,664

 附帯事業営業利益又は附帯事業営業損失（△） 26,542 △252,338

営業利益 392,338 605,890

営業外収益  
 受取利息 1,784 842
 有価証券利息 1,388 1,257
 受取配当金 ※２ 198,421 ※２ 19,132
 物件貸付料 － 6,668
 還付加算金 － 6,116
 雑収入 5,275 11,112

 営業外収益合計 206,871 45,131

営業外費用  
 支払利息 2,878 1,783
 社債利息 4,528 6,069
 貯蔵品整理損 11,770 －
 雑支出 3,325 3,931

 営業外費用合計 22,503 11,784

経常利益 576,706 639,237

特別利益  
 抱合せ株式消滅差益 － 1,641,753
 厚生年金基金代行返上益 9,092 －

 特別利益合計 9,092 1,641,753

特別損失  
 投資有価証券評価損 11,315 46,128
 関係会社株式評価損 － 7,790
 ＰＨＳ事業損失引当金繰入額 8,278 －

 特別損失合計 19,593 53,918

税引前当期純利益 566,205 2,227,071

法人税、住民税及び事業税 158,400 329,400

法人税等調整額 △2,643 △94,940

法人税等合計 155,756 234,459

当期純利益 410,448 1,992,612
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③【株主資本等変動計算書】  

(単位：百万円)

      
前事業年度 

 至 平成20年３月31日) 
(自 平成19年４月１日

当事業年度 

 至 平成21年３月31日) 
(自 平成20年４月１日

株主資本  
 資本金  
  前期末残高 949,679 949,679

  当期末残高 949,679 949,679
 資本剰余金  
  資本準備金  
   前期末残高 292,385 292,385

   当期末残高 292,385 292,385
  その他資本剰余金  
   前期末残高 796,136 608,748
   当期変動額  
    自己株式の消却 △187,387 △163,526

    当期変動額合計 △187,387 △163,526

   当期末残高 608,748 445,222
  資本剰余金合計  
   前期末残高 1,088,521 901,133
   当期変動額  
    自己株式の消却 △187,387 △163,526

    当期変動額合計 △187,387 △163,526

   当期末残高 901,133 737,607
 利益剰余金  
  利益準備金  
   前期末残高 4,099 4,099

   当期末残高 4,099 4,099
  その他利益剰余金  
   特別償却準備金  
    前期末残高 10,559 4,945
    当期変動額  
     特別償却準備金の取崩 △5,614 △3,411

     当期変動額合計 △5,614 △3,411

    当期末残高 4,945 1,533
   別途積立金  
    前期末残高 358,000 358,000

    当期末残高 358,000 358,000
   繰越利益剰余金  
    前期末残高 502,990 728,510
    当期変動額  
     特別償却準備金の取崩 5,614 3,411
     剰余金の配当 △190,542 △203,838
     当期純利益 410,448 1,992,612

     当期変動額合計 225,519 1,792,185

    当期末残高 728,510 2,520,695
  利益剰余金合計  
   前期末残高 875,649 1,095,555
   当期変動額  
    特別償却準備金の取崩 － －
    剰余金の配当 △190,542 △203,838
    当期純利益 410,448 1,992,612

    当期変動額合計 219,905 1,788,773

   当期末残高 1,095,555 2,884,329
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(単位：百万円)

    
前事業年度 

 至 平成20年３月31日) 
(自 平成19年４月１日

当事業年度 

 至 平成21年３月31日) 
(自 平成20年４月１日

 自己株式  
  前期末残高 △430,364 △415,979
  当期変動額  
   自己株式の取得 △173,002 △136,845
   自己株式の消却 187,387 163,526

   当期変動額合計 14,385 26,680

  当期末残高 △415,979 △389,298
 株主資本合計  
  前期末残高 2,483,486 2,530,389
  当期変動額  
   特別償却準備金の取崩 － －
   剰余金の配当 △190,542 △203,838
   当期純利益 410,448 1,992,612
   自己株式の取得 △173,002 △136,845
   自己株式の消却 － －

   当期変動額合計 46,903 1,651,927

  当期末残高 2,530,389 4,182,317

評価・換算差額等  
 その他有価証券評価差額金  
  前期末残高 24,171 △7,105
  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△31,276 △5,487

   当期変動額合計 △31,276 △5,487

  当期末残高 △7,105 △12,592
 繰延ヘッジ損益  
  前期末残高 509 2,085
  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

1,575 △43

   当期変動額合計 1,575 △43

  当期末残高 2,085 2,041
 評価・換算差額等合計  
  前期末残高 24,681 △5,020
  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△29,701 △5,531

   当期変動額合計 △29,701 △5,531

  当期末残高 △5,020 △10,551

純資産合計  
 前期末残高 2,508,167 2,525,369
 当期変動額  
  特別償却準備金の取崩 － －
  剰余金の配当 △190,542 △203,838
  当期純利益 410,448 1,992,612
  自己株式の取得 △173,002 △136,845
  自己株式の消却 － －
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,701 △5,531

  当期変動額合計 17,202 1,646,396

 当期末残高 2,525,369 4,171,765
     

─ 146 ─















































































1

(
)

(
)





































1

(
)

(
)























( ) ( ) ( )















( )



1

(
)

(
)

































1



1

(
)

(
)





































































1

(
)

(
)

































1

(
)

(
)





































1

(
)

(
)

















 
  

平成20年６月20日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役会 御中 

  

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成19年４月１日から平成20年３月31日ま

での連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株

主持分計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

（連結財務諸表注記１参照）に準拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び連結子会社の平成20

年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上

  

  

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 佐 藤 正 典  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 天 野 秀 樹  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 寺 澤   豊  印

※ 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したも

のであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



 
  

平成21年６月19日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役会 御中 

  

  
 

   

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成20年４月１日から平成21年３月31日ま

での連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株

主持分計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

（連結財務諸表注記１参照）に準拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び連結子会社の平成21

年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 佐 藤 正 典  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 天 野 秀 樹  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 寺 澤   豊  印



＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、トレッドウ

ェイ委員会支援組織委員会（The  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway 

Commissions（以下、「COSO」という））が公表した内部統制の統合的枠組みで確立された規準に基づ

き、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制について監

査を行った。財務報告に係る有効な内部統制を維持し、内部統制報告書において記載されている財務報

告に係る内部統制の有効性を評価する責任は、経営者にある。当監査法人の責任は、独立の立場から会

社の財務報告に係る内部統制についての意見を表明することにある。 

当監査法人は、米国公開会社会計監視委員会（The Public Company Accounting Oversight Board

（以下、「PCAOB」という））の定める財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して監査を行っ

た。PCAOBの監査の基準は、財務報告に係る有効な内部統制がすべての重要な点において維持されてい

るかどうかについて合理的な保証を得るために、当監査法人が監査を計画し実施することを求めてい

る。監査は、財務報告に係る内部統制についての理解、重要な欠陥が存在するリスクの評価、評価した

リスクに基づく内部統制の整備及び運用状況の有効性についての検証及び評価、並びに当監査法人が状

況に応じて必要と認めたその他の手続の実施を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

 会社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性及び一般に公正妥当と認められた企業会計の基

準に準拠した外部報告目的の財務諸表作成に対して合理的な保証を提供するために整備されたプロセス

である。財務報告に係る内部統制には、（１）資産の取引及び処分を合理的な詳細さで正確かつ適正に

反映した記録を維持し、（２）一般に公正妥当と認められた企業会計の基準に準拠した財務諸表の作成

を可能にするために必要な取引が記録されること、及び、会社の収入と支出が経営者及び取締役の承認

に基づいてのみ実行されることに関する合理的な保証を提供し、並びに（３）財務諸表に重要な影響を

及ぼす可能性のある未承認の資産の取得、使用又は処分を防止又は適時に発見することについての合理

的な保証を提供するための方針及び手続が含まれる。 

  

 財務報告に係る内部統制は、固有の限界があるため、虚偽の表示を防止又は発見できない可能性があ

る。また、将来の期間にわたる有効性の評価の予測には、状況の変化により内部統制が不適切となるリ

スク、又は方針や手続の遵守の程度が低下するリスクを伴う。 

  

当監査法人は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモは、COSOが公表した内部統制の統合的枠組みで確

立された規準に基づき、すべての重要な点において、平成21年３月31日現在において財務報告に係る有

効な内部統制を維持しているものと認める。 

  



追記情報 

 当監査法人は、PCAOBの監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。我が国において一般に公正妥

当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠した場合との主要な相違点は以下のとおり

である。 

１．我が国の基準では、経営者が作成した内部統制報告書に対して監査意見を表明するが、PCAOBの基

準では、財務報告に係る内部統制に対して監査意見を表明する。 

２．我が国とPCAOBの基準では財務報告に係る内部統制の範囲が異なることから、「経理の状況」に掲

げられた連結財務諸表の作成に係る内部統制のみを内部統制監査の対象としており、個別財務諸表

のみに関連する内部統制や財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る内部統制は監

査の対象には含まれていない。また、持分法適用関連会社の内部統制については、監査の対象には

含まれていない。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上

  

  

  

※ 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したも

のであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



 
  

平成20年６月20日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役会 御中 

  

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成19年４月１日から平成20年３月31日ま

での第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属

明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了

する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報  

 重要な後発事象３に記載されているとおり、平成20年４月25日、会社は、平成20年７月１日に株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関

西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会社とし、会社を存続会社として合併する旨の合併契約を締結し

た。  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上
  
  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 佐 藤 正 典  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 天 野 秀 樹  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 寺 澤   豊  印

※１ 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化し  

  たものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 



  

 
  

平成21年６月18日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役会 御中 

  

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道の平成19年４月１日から平成20年３月

31日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、平成20年７月１日、会社は、平成20年４月25日に締結した、会社、

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・テ

ィ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会社

とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併し

た。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上
  

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 山 田 高 規  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 寺 嶋 典 裕  印

 
 

 

※ 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したも

のであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



  

 
  

平成21年６月18日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役会 御中 

  

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北の平成19年４月１日から平成20年３月31

日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、平成20年７月１日、会社は、平成20年４月25日に締結した、会社、

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・

ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会

社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併

した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 今 野 利 明  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 櫻 井 清 幸  印

 
 

 

※ 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したも

のであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



  

 
  

平成21年６月18日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役会 御中 

  

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海の平成19年４月１日から平成20年３月31

日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、平成20年７月１日、会社は、平成20年４月25日に締結した、会社、

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・

ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会

社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併

した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上
  

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 安 藤 泰 行  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 山 田   順  印

 
 

 

※ 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したも

のであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



  

 
  

平成21年６月18日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役会 御中 

  

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸の平成19年４月１日から平成20年３月31

日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、平成20年７月１日、会社は、平成20年４月25日に締結した、会社、

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・

ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会

社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併

した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上
  

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 坂 下 清 司  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 柴 田 純 孝  印

 
 

 

※ 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したも

のであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



  

 
  

平成21年６月18日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役会 御中 

  

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西の平成19年４月１日から平成20年３月31

日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、平成20年７月１日、会社は、平成20年４月25日に締結した、会社、

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・

ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会

社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併

した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上
  

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 池 田 芳 則  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 河 崎 雄 亮  印

 
 

 

※ 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したも

のであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



  

 
  

平成21年６月18日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役会 御中 

  

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国の平成19年４月１日から平成20年３月31

日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、平成20年７月１日、会社は、平成20年４月25日に締結した、会社、

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・

ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会

社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併

した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上
  

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 小松原 浩 平  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 濱 田 芳 弘  印

 
 

 

※ 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したも

のであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



  

 
  

平成21年６月18日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役会 御中 

  

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国の平成19年４月１日から平成20年３月31

日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、平成20年７月１日、会社は、平成20年４月25日に締結した、会社、

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・

ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州を消滅会

社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併

した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 新 田 東 平  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 横 井   康  印

 
 

 

※ 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したも

のであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



  

 
  

平成21年６月18日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役会 御中 

  

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州の平成19年４月１日から平成20年３月31

日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、平成20年７月１日、会社は、平成20年４月25日に締結した、会社、

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・

ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国を消滅会

社とし、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを存続会社として合併する旨の合併契約書に基づき、合併

した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上
  

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 木 村 弘 巳  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 武 久 善 栄  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 千々松 英 樹  印

※ 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したも

のであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



 
  

平成21年６月19日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役会 御中 

  

  
 

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成20年４月１日から平成21年３月31日ま

での第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属

明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当

監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了

する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上
  

  

独立監査人の監査報告書

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 佐 藤 正 典  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 天 野 秀 樹  印

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 寺 澤   豊  印

※１ 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化し  

  たものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年６月23日 

【会社名】 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

【英訳名】 NTT DoCoMo, Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  山 田 隆 持 

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役常務執行役員財務部長  坪 内 和 人 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 



株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「当社」といいます。）の経営者は、米国1934年証券取引所

法規則13a-15(f)に定められている財務報告に係る内部統制を確立・維持する責任があります。当社にお

ける財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性及び外部報告目的の財務諸表が米国において一般に公

正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されることを合理的に保証するために整備されたプロセスで

す。 

しかしながら、内部統制固有の限界のために、財務報告に係る内部統制は、虚偽記載を防止又は発見で

きない可能性があります。また、将来の期間にわたる内部統制の有効性評価の予測には、状況の変化によ

り統制が不適切となるリスク、又は方針や手続の遵守の程度が低下するリスクを伴っています。 

  

当社の経営者は、トレッドウェイ委員会支援組織委員会（COSO）が公表した内部統制の統合的な枠組み

で定義された規準を用いて、平成21年３月31日時点における当社の財務報告に係る内部統制の有効性を評

価しました。 

  

当該評価に基づき、当社の経営者は、平成21年３月31日時点における当社の財務報告に係る内部統制は

有効であったと結論付けました。 

なお、当社の独立登録監査人であるあずさ監査法人は、平成21年３月31日時点の当社の財務報告に係る

内部統制について監査報告書を発行しています。 

  

本内部統制報告書は、米国において要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法に準拠し

て作成しています。 

本邦において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従って作成した場合

との主要な相違点は以下のとおりです。 

・ 財務報告の範囲は連結財務諸表であり、個別財務諸表のみに関連する内部統制及び経理の状況以外に

含まれる財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る内部統制は含みません。 

・ 連結ベースの評価範囲は、持分法適用会社の内部統制は含みません。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年６月23日 

【会社名】 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

【英訳名】 NTT DoCoMo, Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  山 田 隆 持 

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役常務執行役員財務部長  坪 内 和 人 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

  

  



当社代表取締役社長 山田隆持及び最高財務責任者 坪内和人は、当社の第18期（自平成20年４月１日至

平成21年３月31日）の有価証券報告書の記載内容が、金融商品取引法令に基づき適正に記載されているこ

とを確認いたしました。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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